
渋谷北部地区地区計画 

地区計画の区域内においては、都市計画法第 58 条の２の規定により、次の行為を行

なおうとする方は、当該行為に着手する 30 日前までに所定の届出書により必要な書類

を添付して市長に届けなければなりません。 

 ただし、建築確認を必要とする行為については、条例 (※ )により審査することになり

ますので、届出の必要はありません。（※大和市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例） 

 なお、当該行為を行う方は、届出事項が地区計画の内容に適合するように計画して

下さい。 

 また、届出後に設計又は施行方法の変更を行なう場合は、変更届出書による届出が

必要です。 

■届出が必要な行為 

土 地 の 区 画 形 質 の 変 更               切土、盛土、道路、宅地の造成など、敷地の分割など 

建築物の建築・工作物の建設               
建築物の新築、増改築、広告塔などの工作物の建設、門、塀

及び擁壁の築造 

建 築 物 等 の 用 途 の 変 更               建築物の使い途（用途）を変更（施行令第３８条の４参照） 

 
  問い合わせは、大和市役所 街づくり計画課 都市計画係 

                            ℡０４６－２６０－５４４３（直通） 
 
◎ 計 画 図 

渋谷北部地区地区計画 面積 23.7ha 
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◎建築物等の制限内容 

地   

区   

整   

備   

計   

画 

建   

築   

物   

等   

に   

関   

す   

る   

事   

項 

地区 
の 
区分 

名 称 Ａ  地  区 Ｂ  地  区 Ｃ  地  区 Ｄ  地  区 Ｅ  地  区 

面 積 約３．０ha 約２．９ha 約７．０ha 約１．６ha 約９．２ha 

建 築 物 等 の  

用 途 の 制 限 

 次の各号

に掲げる建

築物は建築

してはなら

ない。 

(1) 学校、図書

館その他

これらに

類するも

の 

(2) 公衆浴場 

 次の各号に

掲げる建築物

は建築しては

ならない。 

(1) 大学、高等

専門学校、

専修学校そ

の他これら

に類するも

の 

(2) 病院 

 次の各号に

掲げる建築物

は建築しては

ならない。 

(1) ボーリング

場、スケー

ト場又は水

泳場その他

これらに類

するもの 

(2) ホテル又は

旅館 

(3) 床面積の合

計が１５㎡

を超える畜

舎 

(4) 自動車教習

所 

 次の各号に

掲げる建築物

は建築しては

ならない。 

(1) ホテル又

は旅館 

(2) 床面積の

合計が１

５㎡を超

える畜舎 

(3) 自動車教

習所 

 次の各号

に掲げる建

築物は建築

してはなら

ない。 

(1)ホテル又

は旅館 

(2)床面積の

合 計 が １

５ ㎡ を 超

える畜舎 

建 築 物 の 敷  

地 面 積 の 最  

低 限 度 

  敷 地 面 積

は１００㎡

以上とする。 
敷地面積は１３０㎡以上とする。 

建 築 物 等 の  

高 さ の 最 高  

限 度     

              宅地の地盤

面から１８ｍ

以下とする。 

 

 


